
　

８
月
23
日
、
岩
手
県
地
方
公
務
員
共
闘
会
議
（
議
長
：
佐
藤
工
岩
教
組
委
員
長
）
は
、
２
０

２
２
県
人
事
委
員
会
勧
告
に
向
け
21
項
目
か
ら
な
る
要
請
書
を
菊
池
人
事
委
員
会
事
務
局
長
に

提
出
し
、
今
年
の
県
人
勧
闘
争
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。

　

地
公
共
闘
は
、
賃
金
改
善
や
超
多
忙
化
の
解
消
、
両
立
支
援
の
拡
充
な
ど
の
要
請
実
現
に
向

け
て
、
県
人
事
委
員
長
あ
て
「
大
型
ハ
ガ
キ
」
署
名
行
動
を
取
り
組
む
。
多
く
の
組
合
員
の
結

集
を
呼
び
か
け
て
い
く
。

　

夏
と
秋
の
季
節

が
交
わ
る
時
期
と

な
っ
た
。
今
年
の

夏
は
大
雨
災
害
も

あ
る
一
方
で
、
猛

暑
も
あ
っ
た
。
コ

ロ
ナ
感
染
拡
大
も

重
な
り
例
年
に
な

い
夏
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
夏
が
続
け
ば
体
が

参
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

▼
大
雨
災
害
で
は
多
く
の
組
合

員
が
対
応
に
従
事
し
、
コ
ロ
ナ

対
策
の
応
援
業
務
に
も
携
わ
っ

た
。
今
年
も
夏
休
み
を
取
れ
な

い
組
合
員
が
生
じ
る
こ
と
が
懸

念
さ
れ
る
。
公
務
職
場
は
災
害

な
ど
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
公
務

職
場
の
体
制
確
保
は
政
治
で
も

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
べ
き
課
題

だ
▼
し
か
し
、
岸
田
政
権
は
コ

ロ
ナ
感
染
拡
大
に
歯
止
め
を
か

け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
挙
句
の

果
て
に
感
染
者
の
全
数
調
査
を

自
治
体
判
断
で
緩
和
と
の
方
針

を
示
し
た
。
こ
れ
こ
そ
政
治
の

無
策
の
象
徴
で
あ
り
、
政
治
責

任
を
果
た
さ
ず
、
地
方
自
治
体

に
責
任
を
押
し
付
け
続
け
る
姿

勢
だ
▼
岸
田
政
権
は
参
議
院
選

挙
に
勝
利
し
、
黄
金
の
３
年
間

を
手
に
入
れ
た
と
報
道
さ
れ
て

い
る
。
岸
田
政
権
発
足
か
ら
１

年
が
近
づ
く
が
、
安
倍
元
首
相

と
同
じ
本
質
が
明
ら
か
と
な
っ

て
き
た
。
そ
れ
を
質
す
た
め
に

も
私
た
ち
が
応
援
し
た
「
鬼
木

ま
こ
と
」
の
存
在
が
鍵
と
な
る
。

政
治
を
変
え
る
た
め
に
も
、
公

務
職
場
の
現
場
か
ら
警
鐘
を
鳴

ら
し
続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
。

　

▲菊池人事委員会事務局長に要請書を手渡す佐藤地公共闘議長（左）

▲22県人勧に向け賃金水準改善等を要請する地公共闘四役（奥）

　

要
請
に
あ
た
り
、
佐
藤
議
長

か
ら
、
「
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後

の
こ
の
三
十
数
年
間
、
給
与
制

度
の
総
合
的
見
直
し
や
退
職
手

当
の
大
幅
な
引
き
下
げ
、
高
齢

層
の
昇
給
抑
制
な
ど
、
公
務
員

の
実
質
生
涯
賃
金
は
下
落
し
続

け
て
い
る
。
そ
れ
に
輪
を
か

け
、
公
務
の
領
域
全
て
が
多
忙

化
か
ら
超
多
忙
化
し
て
い
る
。

公
務
員
を
め
ざ
す
人
が
い
な
く

な
れ
ば
日
本
は
崩
壊
す
る
。
そ

う
な
ら
な
い
よ
う
、
第
三
者
機

関
と
し
て
の
人
事
委
員
会
の
機

能
を
果
た
し
て
い
た
だ
き
た

い
。
全
て
の
公
務
職
場
で
健
全

に
仕
事
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
な
勧
告
を
」
と
あ
い
さ

つ
し
た
。

　

菊
池
事
務
局
長
は
「
日
々
そ

れ
ぞ
れ
の
職
場
で
職
務
に
専
念

し
て
い
る
職
員
の
給
与
と
勤
務

条
件
に
つ
い
て
、
情
勢
に
適
合

し
た
適
正
な
水
準
を
確
保
す
る

こ
と
が
当
委
員
会
の
使
命
・
役

割
と
認
識
し
て
い
る
。
め
ざ
す

方
向
は
基
本
的
に
は
皆
さ
ん
と

同
じ
。
一
方
で
、
県
民
の
理
解

も
必
要
。
中
立
か
つ
公
正
な
第

三
者
機
関
と
し
て
、
適
切
に
対

応
し
て
い
く
」
と
述
べ
た
。

　

人
事
院
勧
告
や
12
月
議
会
日

程
を
踏
ま
え
れ
ば
県
人
事
委
員

会
勧
告
闘
争
は
昨
年
と
同
時
期

が
想
定
さ
れ
る
。
地
公
共
闘
は

人
事
委
員
長
あ
て
大
型
ハ
ガ
キ

署
名
行
動
を
展
開
し
、
人
事
委

員
会
事
務
局
長
交
渉
時
に
手
交

す
る
。
人
事
委
員
会
に
対
し
、

賃
金
・
職
場
課
題
を
し
っ
か
り

伝
え
、
課
題
改
善
に
向
け
て
、

全
力
を
挙
げ
て
取
り
組
も
う
。

　

要
請
書
の
主
な
重
点
項
目
は

次
の
と
お
り
。

①
賃
金
水
準
改
善

　

公
務
員
の
生
計
水
準
維
持
確

保
の
た
め
、
物
価
上
昇
な
ど
に

よ
る
負
担
増
加
の
実
態
を
十
分

踏
ま
え
、
公
務
員
労
働
者
の
月

例
給
・
一
時
金
の
引
上
げ
勧
告

を
行
う
こ
と
。

②
勤
務
意
欲
確
保

　

職
務
実
態
を
踏
ま
え
た
賃
金

改
善
を
行
う
こ
と
。
併
せ
て
、

度
重
な
る
賃
金
抑
制
に
よ
り
、

高
齢
層
職
員
の
勤
務
意
欲
の
低

下
が
著
し
い
こ
と
か
ら
、
55
歳

昇
給
抑
制
の
廃
止
を
含
め
て
勤

務
意
欲
の
確
保
に
つ
な
が
る
改

善
を
実
施
す
る
こ
と
。

③
諸
手
当
改
善

　

通
勤
手
当
に
つ
い
て
、
多
額

の
自
己
負
担
が
発
生
し
て
い
る

実
態
や
、
広
大
な
県
土
を
有
す

る
本
県
の
特
殊
事
情
、
さ
ら
に

各
地
域
の
職
場
実
情
を
踏
ま
え

た
改
善
と
な
る
よ
う
改
定
す
る

こ
と
。
特
に
も
、
高
速
道
路
利

用
者
や
交
通
機
関
に
伴
う
駐
車

場
料
金
の
自
己
負
担
解
消
。
加

え
て
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
動
向

を
踏
ま
え
た
引
上
げ
を
検
討
す

る
こ
と
。

　

住
居
手
当
に
つ
い
て
は
、
長

年
に
わ
た
り
支
給
上
限
額
が
改

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
態
と
乖

離
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、

早
急
に
改
善
を
行
う
こ
と
。

④
長
時
間
労
働
の
是
正

　

超
過
勤
務
の
上
限
規
定
や
客

観
的
な
勤
務
時
間
把
握
等
の
諸

制
度
に
つ
い
て
、
任
命
権
者
に

対
し
て
遵
守
さ
せ
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
諸
制
度
の
運
用

状
況
、
超
過
勤
務
の
実
績
を
把

握
・
検
証
し
、
適
正
な
人
員
配

置
や
業
務
縮
減
な
ど
実
効
力
あ

る
改
善
を
行
う
よ
う
促
す
こ

と
。
ま
た
、
職
員
の
勤
務
実
態

を
十
分
把
握
の
う
え
、
超
過
勤

務
の
縮
減
を
基
本
と
し
た
一
層

の
具
体
的
か
つ
実
効
力
あ
る
制

度
検
討
を
行
う
こ
と
。

⑦
会
計
年
度
任
用
職
員

　

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
に

関
し
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の

趣
旨
に
は
程
遠
い
給
与
・
報
酬

水
準
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
現
状

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
賃
金
水
準

の
改
善
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、

仕
事
と
家
庭
の
両
立
支
援
の
観

点
を
踏
ま
え
、
休
暇
制
度
に
関

し
、
常
勤
職
員
と
の
権
衡
を
基

本
と
し
た
制
度
と
す
る
こ
と
。

◆ 

日 

時　

２
０
２
２
年
10
月
15
日
（
土
）

　
　

  　
　

13
時
〜

◆ 

場 

所　

自
治
労
県
本
部　

大
会
議
室

県
職
労
第
１
２
１
回
中
央
委
員
会

人勧闘争スタート

人事委員会に要請書提出

                   □0□2□0－□0□0□2□2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合本部で集約しますので、投函しないでください。 

 １ 

２０２２年
９月 

岩手県人事
委員会 

委員長  渡 辺  正 和  様 岩手県地方
公務員共闘

会議 

議 長  佐 藤   工 

要 請 

日頃、職員
の労働条件

の改善に御
尽力されて

いる貴職に
対し敬意を

表します。
 

県行政の推
進に日夜努

力している
職員の生活

保障と勤務
意欲の向上

を図る観点
から、貴委

員会におか
れましては

下記の

事項を踏ま
えた勧告を

行うよう要
請いたしま

す。 
記 

１ 2022年度の
給与改定に

おける公民
較差の配分

のあり方等
については

、生活水準
の維持確保

のために、
物価上昇な

どに

よる負担増
加の実態を

十分踏まえ
るとともに

、月例給及
び一時金の

引上げ勧告
を行うこと

。 

２ 職員の勤
務意欲確保

のため、職
務実態を踏

まえた賃金
改善を行う

こと。併せ
て、55歳昇

給抑制は職
責に見あっ

た賃金

制度とは言
い難いこと

いから、勤
務意欲の確

保につなが
る改善を実

施すること
。 

３ 専門職種
の人員確保

の観点から
、専門職種

に係る初任
給格付けの

改善や手当
改善を行う

などの処遇
改善を行う

こと。 

４ 通勤手当
について、

広大な県土
を有する本

県の特殊事
情や地域・

職場の実情
を踏まえた

改善を行う
こと。特に

も、ガ

ソリン価格
高騰をはじ

め、高速道
路利用料金

や交通機関
利用に伴う

駐車場料金
など多額の

自己負担を
強いられて

いる実

態があるこ
とから、改

善すること
。 

５ 住居手当
について、

家賃負担の
実態を踏ま

え、早急に
最高支給上

限額の改善
を行うこと

。 

６ 超過勤務
の上限規制

や客観的勤
務時間把握

等の諸制度
について、

任命権者に
遵守させる

とともに、
これら諸制

度の運

用状況、超
過勤務の実

績を把握・
検証し、適

正な人員配
置や業務縮

減など実効
性のある改

善を行うよ
う促すこと

。 

７ 子育て支
援として、

学校行事等
への参加に

係る特別休
暇の新設、

障がいや病
気のある家

族への対応
を踏まえた

子等の

看護休暇の
更なる改善

、育児休業
・部分休業

制度の拡充
を行うこと

。 

８ 不妊治療
を行う職員

も多く、加
えて治療も

長期間にわ
たることか

ら、不妊治
療に係る休

暇日数を拡
充するとと

もに、

休暇日数の
上限を超え

た場合の病
気休暇での

取得日数を
拡大するこ

と。 

９ 家庭生活
において、

家族介護を
必要とする

状況が増え
ていること

から、介護
休暇の休暇

期間を延長
できる措置

を講ず

るとともに
、短期介護

休暇、家族
の看護・介

護、又は予
防接種、健

康診断等を
受ける際に

介助を行う
場合の休暇

日数の

増を行うこ
と。 

10 会計年
度任用職員

制度に関し
、同一労働

同一賃金の
趣旨には程

遠い給与・
報酬水準に

とどまって
いる現状に

あること

から、賃金
水準の改善

を行うこと
。また、休

暇制度に関
し、常勤職

員との権衡
を基本とし

た制度とす
ること。 

11 2023年度か
ら開始予定

の「65歳までの
段階的定年

延長」につ
いて、円滑

かつ確実に
行うよう、

任命権者に
促すこと。

 

また、暫定
再任用職員

及び定年前
再任用短時

間勤務職員
に関しては

、定年延長
に伴う 60歳超の常

勤職員との
均衡を

図ること。
併せて、定

年前再任用
短時間勤務

職員の任用
に当たって

は、人事委
員会として

、本人の希
望に適う勤

務形態

や配置に配
慮するよう

任命権者に
対応を促す

こと。 

加えて、定
年延長の実

施により勤
続年数が長

期化するこ
とから、キ

ャリアアッ
プ休暇の拡

充を図るこ
と。 

12 心身の
健康保持の

ため、メン
タルヘルス

対策をはじ
め、健康管

理体制の徹
底と労働安

全衛生体制
の拡充をは

かるとと

もに、人事
委員会の労

働基準監督
権限を適正

に発揮する
こと。 

13 より一
層の実効あ

るハラスメ
ント対策に

向け、具体
的な防止策

を進めるこ
と。 
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盛
岡
支
部
・
内
水
面
水
産
技

術
セ
ン
タ
ー
分
会
は
８
月
３
日
、

セ
ン
タ
ー
の
組
織
体
制
・
施
設

管
理
等
の
強
化
に
向
け
た
意
見

交
換
会
を
開
催
し
、
昨
年
度
の

取
り
組
み
状
況
を
も
と
に
職
域

課
題
の
集
約
を
行
っ
た
。

【
主
な
意
見
】

○
新
規
で
海
面
養
殖
用
の
種
苗

を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
今

ま
で
の
人
数
で
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
必
要
な
予

算
も
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
十
分
確
保
で
き
て
い
な
い

状
況
。

○
一
番
問
題
な
の
は
施
設
の
老

朽
化
対
策
。
管
理
棟
が
築
52
年

経
っ
て
お
り
、
２
〜
５
年
以
内

に
全
面
改
修
し
な
い
と
い
け
な

い
と
さ
れ
て
か
ら
、
既
に
２
年

目
を
迎
え
て
い
る
た
め
、
い
つ

崩
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
。
全

の
在
り
方
を
検
討
し
て
く
れ
と

話
が
あ
り
、
実
際
セ
ン
タ
ー
で

抱
え
て
い
る
業
務
と
予
算
を
握

っ
て
い
る
人
の
認
識
が
合
っ
て

い
な
い
。

○
育
児
休
業
に
つ
い
て
、
専
門

的
な
業
務
は
誰
で
も
や
れ
る
よ

う
な
業
務
で
は
な
く
、
制
度
自

体
を
把
握
し
て
い
な
い
人
が
来

る
と
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
あ

面
改
修
の
議
論
は
少
し
始
ま
っ

て
い
る
が
、
方
向
性
は
ま
だ
進

ん
で
い
な
い
の
が
実
態
。

○
維
持
修
繕
や
施
設
整
備
に
つ

い
て
、
施
設
の
草
刈
り
が
大
変

で
あ
り
、
膝
く
ら
い
ま
で
伸
び

て
し
ま
う
と
ダ
ニ
と
か
が
怖
い
。

草
が
伸
び
る
と
熊
や
他
の
動
物

の
隠
れ
場
所
に
な
っ
て
し
ま
う
。

実
際
に
熊
が
出
て
き
て
、
捕
獲

し
た
。
見
通
し
を
良
く
す
る
維

持
修
繕
・
施
設
整
備
の
強
化
を

求
め
る
。

○
施
設
管
理
で
い
ろ
い
ろ
業
務

が
増
え
て
い
る
状
況
の
中
で
、

当
初
予
算
要
求
の
時
点
で
規
模

を
縮
小
す
る
方
向
で
セ
ン
タ
ー

る
た
め
、
た
だ
単
に
穴
埋
め
と

い
う
こ
と
で
は
制
度
上
活
用
で

き
な
い
。
頭
数
の
問
題
で
は
な
い
。

と
い
っ
た
声
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

８
月
22
日
に
は
、
気
仙
支

部
・
南
部
園
芸
研
究
室
分
会
の

意
見
交
換
を
実
施
し
、
安
定
的

な
研
究
費
予
算
を
望
む
声
や
、

維
持
修
繕
費
の
確
保
難
か
ら
ハ

ウ
ス
の
修
繕
が
整
わ
ず
、
光
熱

費
が
か
さ
ん
で
い
る
と
い
っ
た

意
見
も
だ
さ
れ
た
。

▲内水面水産技術センターの意見交換会のようす

　

県
職
労
二
戸
支
部
は
８
月
５

日
、
県
庁
支
部
が
８
月
23
日

に
、
２
０
２
２
年
度
の
支
部
役

員
選
挙
結
果
を
公
示
し
た
。
立

候
補
者
全
員
が
信
任
さ
れ
新
体

制
を
確
立
し
た
。

　

二
戸
支
部
長
に
は
長
嶺
達
也

さ
ん
（
二
戸
農
業
改
良
普
及
セ

ン
タ
ー
分
会
）
、
県
庁
支
部
長

に
は
佐
々
木
琢
磨
さ
ん
（
医
療

政
策
室
）
が
そ
れ
ぞ
れ
選
出
さ

れ
た
。

役
職
・
氏
名
は
次
の
と
お
り
。

【
二
戸
支
部
】

支
部
長

長
嶺　

達
也（
二
戸
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー

）

副
支
部
長

大
里　

達
朗（
県
北
農
業
研
究
所
）

書
記
長

伊
藤　
　

毅（
二
戸
農
村
整
備
室
）

書
記
次
長

岩
崎　

有
喜（
二
戸
高
等
技
術
専
門
校
）

執
行
委
員

菊
池　
　

彰（
二
戸
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー

）

馬
渡　
　

伸（
二
戸
土
木
セ
ン
タ
ー
）

菊
地　

寛
人（
二
戸
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
林
務
室

）

琵
琶
坂
育
雄（
二
戸
農
村
整
備
室
）

小
原　

貴
子（
二
戸
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

藤
本　

美
明（
二
戸
土
木
セ
ン
タ
ー
）

門
田　

君
江（
県
北
家
畜
保
健
衛
生
所
）

会
計
監
事

中
家　

武
雄（
二
戸
農
村
整
備
室
）

齋
藤　

智
子（
二
戸
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
）

【
県
庁
支
部
】

支
部
長

佐
々
木
琢
磨（
医
療
政
策
室
）

副
支
部
長

佐
藤　
　

健（
団
体
指
導
課
）

試
験
研
究
連
絡
協
議
会 

内
水
面
・
南
部
園
芸

二
戸
・
県
庁
支
部
で
体
制
確
立

二
戸・長
嶺
支
部
長
、県
庁・佐
々
木
支
部
長

▲気仙・南部園芸研究室の意見交換会のようす

佐
々
木
克
幸（
定
住
推
進
・
雇
用
労
働
室
）

書
記
長

小
原　
　

大（
農
村
建
設
課
）

書
記
次
長

平
嶋　

正
則（
団
体
指
導
課
）

執
行
委
員

河
野　
　

誠（
自
然
保
護
課
）

神
成　

貞
雄（
森
林
保
全
課
）

菊
池　
　

圭（
医
療
政
策
室
）

長
谷
川
秀
綱（
健
康
国
保
課
）

宮
本
雄
一
郎（
水
産
振
興
課
）

川
村　

一
弘（
観
光
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
室
）

藤
村　

淳
人（
税
務
課
）

菊
池　
　

勉（
管
財
課
）

会
計
監
事

古
舘　

俊
也（
行
政
経
営
推
進
課
）

葛
巻
美
知
子（
農
業
普
及
技
術
課
）

中
村　

貴
文（
ふ
る
さ
と
振
興
企
画
室
）

▲８月23日の昼定食（これで500円！）
　メニュー「豚焼肉定食」

二戸支部編
二戸農業改良普及センター

長嶺　達也さん

わたしの

▲ボリューム満点
「カツカレー」

施
設
の
老
朽
化
対
策
・
研
究
費
予
算
の
確
保
を

　

二
戸
合
庁
食
堂
の
ラ
ン
チ
は
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
よ
さ
そ
う
な
日

替
わ
り
定
食
が
５
０
０
円
で
、
ご
飯
の
盛
り
は
、
食
欲
に
合
わ
せ

て
好
き
な
量
を
オ
ー
ダ
ー
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
洋
食
が
得
意
な
店
主
が
腕
を
振
る
っ
た
ナ
ポ
リ
タ
ン
、

ボ
リ
ュ
ー
ミ
ー
な
カ
ツ
カ
レ
ー
が
お
す
す
め
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
二
戸
に
い
ら
し
た
際

に
食
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
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